
通所リハビリテーション『デイセンター押野』を利用される方へ 

 
デイセンター押野は、ご自宅でその人らしい生活が送る事が出来るように機能訓練士と

ともにリハビリを行う場です。介護予防、自立回復、介護軽減を目的として一人ひとりの能

力に応じたリハビリを提供しております。また、利用者様のコミュニケーション交流を大切

にし、いつまでもお元気に笑顔で過ごせるようにお手伝いします。 
脳血管障害や骨折などの疾患が原因で体に障害がある方や高齢者に対してどのような問題

があるのか評価を行い機能障害原因に対し運動療法や物理療法といった治療を施行するこ

とで、主として『寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行、階段昇降』といった基本的動作

能力の維持、改善を図る事を目的としています。 
 

「サービス利用の流れ」 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

通所リハビリテーション開始 
 
 

介護保険加入者 介護保険未加入者 

お住まいの市町村の担当窓口 
（介護保険課や長寿課などで加入手続き） 

主治医や担当ケアマネージャーへ相談 

お試し利用 

 

 

 

 

  



1. 対象となる方 
要支援・要介護の認定を受けた方が対象です。 

2.ご用意して頂く書類 
	 診療情報提供書を主治医に依頼し、担当ケアマネージャーか当施設にご持参下さい。 
3.お支払方法 
	 毎月のお支払いは、月末締め、翌月１０日以降の集金となります。 
 
・利用者様の介護度によって利用料が変わります。 
【介護予防】                                                   令和元年 10月現在 

介護度 要支援 1 要支援 2 
利用料（１ヶ月） 1,721円 3,634円 

サービス提供体制強化加算 72円 144円 
利用回数 週 2回 週 2回 

●別途加算（ご利用される方はご負担をお願い致します。） 
リハビリマネジメント加算	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 330円	 	 	 （１ヶ月につき） 
運動機能向上体制加算	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 225円	 	 	 （１ヶ月につき） 
 
【要介護】                                                     令和元年 10月現在 

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 
670円 801円 929円 1,081円 1,231円 

一日ご利用につき 
●別途加算あります。（ご利用される方はご負担をお願い致します。） 
入浴	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50円	 	 	 （1回につき） 
サービス提供体制強化加算	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18円	 	 	 （1回につき） 
送迎減算（送迎をご家族でされる場合）	 	 	 	 -47円	 	 	 （片道につき） 
リハマネジメント加算（月４回以上ご利用の方）330円	 	 （１ヶ月につき） 
処遇改善加算	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 利用料	 ×	 4.7% 
昼食代は７００円 
 
営業日	 	 月曜日〜土曜日	 	 日・祝日	 お休み 
営業時間	 ８：３０〜１７：３０	 	 利用時間、相談に応じます。	 	  
事業所番号：１７１１３１１０１７ 
 

ご見学・無料お試し体験、お気軽にご相談ください！ 
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